
令 和 ５ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 

物流・自動車局審査・リコール課 

       車両基準・国際課 

         自 動 車 整 備 課 

規制を一元化し、燃料電池自動車等に関する負担を軽減 
～自動車点検基準、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

物流・自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、社会や技術の変化を踏まえ、国際

的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化等を進めています。 

圧縮水素、圧縮天然ガス、液化天然ガスを燃料とする自動車（以下「燃料電池自動車等」とい

う。）の駆動用燃料システムに対しては、道路運送車両法（以下「車両法」という。）及び高圧ガ

ス保安法（以下「高圧法」という。）の二法令による規制が適用されており、燃料電池自動車等

については両法令の規定に基づく検査が必要となる等、事業者及び利用者の双方に手続上の負

担が生じていることから、車両法に規制を一元化するため、令和４年６月に高圧ガス保安法等

の一部を改正する法律が制定されました。これに伴い、車両法体系においても所要の法令等の

改正を行います。 

１．主な改正の概要（詳細は別紙参照） 

 高圧法の高圧ガス容器・附属品に係る技術基準を車両法体系下において規定することにより、

型式指定、新規検査又は継続検査等に際して高圧ガス容器・附属品の試験等を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和５年（2023年）１０月２０日 

施 行 ： 令和５年（2023年）１２月２１日（一部例外あり。詳細は別紙参照）  

圧縮水素等を燃料とする燃料電池自動車等については、道路運送車両法と高圧ガス

保安法の二法令による規制が適用されているところ、ユーザーの手続の負担軽減等の

ために道路運送車両法に規制を一元化するための所要の法令等の改正を行います。 

問い合わせ先 

（型式指定について）物流・自動車局審査・リコール課：菊池、髙嶋 

電話 03-5253-8111（内線 42352）、03-5253-8594（直通） 

（保安基準について）物流・自動車局車両基準・国際課：山村、奥山、藤澤 

電話 03-5253-8111（内線 42525）、03-5253-8602（直通） 

（検査等について）物流・自動車局自動車整備課：森山、本田 
電話 03-5253-8111（内線 42413）、03-5253-8589（直通） 

oosaki-h86s3
スタンプ



令 和 ５ 年 10 月 

物流・自動車局 

 

自動車点検基準等の一部を改正する省令及び 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示 

について 
 
１．改正の背景 
 

圧縮水素、圧縮天然ガス、液化天然ガスを燃料とする自動車（以下「燃料電池自

動車等」という。）の駆動用燃料システムに対しては、道路運送車両法（昭和 26 年

法律第 185 号。以下「車両法」という。）及び高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第

204 号。以下「高圧法」という。）の二法令による規制が適用されている。 

そのため、燃料電池自動車等に対しては両法令の規定に基づく検査が必要となる

等、事業者及び利用者の双方に手続上の負担が生じていたことから、令和３年４月

より「燃料電池自動車等の規制の在り方検討会」において検討がなされ、その最終

報告書に基づき、車両法に基づく継続検査等によりその安全性を担保することがで

きるガス容器（燃料タンク）及び附属品（自動車（大型特殊自動車、小型特殊自動

車及び検査対象外軽自動車を除く。）に備えられたものに限る。以下これらを「ガ

ス容器等」という。）については、高圧法の適用を除外するため、高圧ガス保安法

等の一部を改正する法律（令和４年法律第 74 号）が令和４年６月に公布されたと

ころである。 

上記を踏まえ、関係省令及び告示について所要の改正を行う。 

 

２．改正の概要 
 
（１）自動車点検基準（昭和 26 年運輸省令第 70 号）及び自動車の点検及び整備に関

する手引（平成 19 年国土交通省告示第 317 号）の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

①車両法第 48 条第１項の規定に基づく定期点検整備における点検項目として、

ガス容器等に係る損傷の確認を追加する。 

②車両法第 57 条の規定に基づき公表されている自動車の点検及び整備に関する

手引において、①で追加する項目の点検の実施方法の例として、目視等による

方法を規定する。 
 
（２）装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66 号）の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

①車両法第 75 条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類

に、ガス容器等を追加する。 

②車両法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装

別紙 



置に、協定規則※第 110 号、第 134 号及び第 146 号に基づき認定されたガス容

器等を追加する。 

※「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際

連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関

する協定」に基づく規則 

 
（３）道路運送車両法関係手数料規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）の一部改正 

道路運送車両法関係手数料令（昭和 26 年政令第 255 号）第３条第２項の規定に

基づき、ガス容器等の型式について指定を申請する者が、車両法第３章の規定に

基づく保安基準（以下単に「保安基準」という。）への適合性についての審査を

受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実

費を勘案して定める。 
 
（４）道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619

号）の一部改正 

保安基準について、継続検査時等に、高圧法体系下で行われる容器検査等（容

器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査をいう。）により担保される

安全性と同等の安全性の担保が可能となる技術基準等を規定するほか、所要の改

正を行う。 
 
（５）道路運送車両法施行規則第三十六条第十四項等に基づき国土交通大臣が指定す

る自動車及び基準（平成 19 年国土交通省告示第 857 号）の一部改正 

継続検査等を申請する者は、独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検

査協会に対し、当該申請に係る自動車の備えるガス容器等が保安基準に適合する

ものであることを証する書面を提出しなければならない旨を規定する。 
 
（６）その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示について所要の改正を行う。 

 

３．今後のスケジュール 
 
公 布：令和５年 10 月 20 日 

施 行：令和５年 12 月 21 日（２．（４）及び（６）の一部については公布の日） 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

鉄道分野における水素の利活用の
検討状況について

国土交通省 鉄道局

令和６年２月２９日
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鉄道事業者における水素の利活用の検討状況①

「HYBARI」の燃料電池ハイブリッドシステム

出典：JR東日本HP

扇町駅

鶴見駅

尻手駅

川崎駅

武蔵中原駅

登戸駅

浜川崎駅

※ ＪＲ東日本の公表資料を基に国土交通省にて作成

実証試験区間

出典：JR東日本提供資料

⚫ JR東日本がメーカーと連携して、水素を用いた燃料電池鉄道車両「HYBARI」を開発中。

⚫ 2030年度までの社会実装を目指し、2022年3月より、鶴見線、南武線等において、実証試験を実施中。

⚫ 他にも、JR東海において燃料電池鉄道車両及び水素エンジン車両の開発を実施しているほか、JR西日本も
燃料電池鉄道車両の導入に向けた開発を実施することを表明している。

※

JR東日本の取組事例

燃料電池鉄道車両「HYBARI」（写真は試験走行用車両の実写）

鶴見線・南武線等において、実証試験を実施中

燃料電池装置には、燃料電池自動車
「MIRAI」の燃料電池の技術を活用
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鉄道事業者における水素の利活用の検討状況②

・関西電力
・JR西日本
・ＪＲ貨物
・NTT

・NTTアノードエナジー
・Panasonic

＜JR西日本、JR貨物＞

〇 姫路エリアを中心とした水素輸送・利活用等に関する協業の基本合意に鉄道事業者が参加

出典：関西電力等

＜JR東海＞ ＜JR東日本＞

出典：JR東日本出典：JR東海

〇 「燃料電池車」及び「水素エンジン車」の開発を実施

参加企業

〇 ENEOSとの共同で水素ステーションの開発を実施
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〇 燃料電池鉄道車両等の実用化にあたっては、技術課題解決及び社会実装に向けた量産化・コス

ト低減が必要不可欠であり、制度面での措置を含めた官民一体の取組を進めることが重要。

〇 国と鉄道事業者等の関係者間において、水素の利活用に関する検討状況等を共有するなど、必

要な情報を整理し、我が国の鉄道における燃料電池鉄道車両等の導入・普及の推進を図ること

を目的とした連絡会を設置。

趣 旨

メンバー

• 事業者等：JR7社、民鉄協、3セク協

• 研究機関：鉄道総研

• 行政：国土交通省鉄道局【事務局】

主な
議題

• 鉄道事業者等における導入検討状況等

• 国土交通省における検討状況等

開催
時期

• 第１回連絡会（令和5年11月1日）

・鉄道事業者等における検討状況 等

• 第２回連絡会（令和6年2月16日）

・JR東日本HYBARI視察 等

＜第２回水素連絡会＞

水素燃料電池鉄道車両等の導入・普及に関する連絡会
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

カーボンニュートラルポート（CNP）の形成について
～水素を燃料とする荷役機械の導入～

国土交通省港湾局産業港湾課CNP推進室

令和６年２月

資料３-３



水素・アンモニア等の
受入環境の整備

LNG

LNG貯蔵タンク

水素貯蔵タンク

アンモニア貯蔵タンク

バイオマス燃料貯蔵施設

バイオマス燃料

水素

水素
アンモニア

水素

水素

電気

アンモニア

脱炭素化に配慮した
港湾機能の高度化

臨海部立地産業等の
脱炭素化

「カーボンニュートラルポート(CNP)」の形成のイメージ

カーボンニュートラルポート（CNP）の形成

○サプライチェーン全体の脱炭素化に取り組む荷主等のニーズに対応し、脱炭素化に配慮した

港湾機能の高度化を図ることにより、荷主や船社から選ばれる競争力のある港湾を形成する。

○また、温室効果ガスの排出量が多い産業等が多く集積する港湾・臨海部において、水素・アン

モニア等の受入環境の整備を図ることにより、産業の構造転換及び競争力の強化に貢献する。

○これらにより、我が国が目標とする2050年カーボンニュートラルの実現に貢献する。

世界的なサプライチェーン全体の脱炭
素化の要請に対応して、港湾施設の脱
炭素化等への取組を進めることで、荷
主や船社から選ばれる、競争力のある
港湾を形成

産業のエネルギー転換に必要となる水
素やアンモニア等の供給に必要な環
境整備を行うことで、港湾・臨海部の産
業構造の転換及び競争力の強化に貢
献

荷主や船社から選ばれる

競争力のある港湾を形成

産業の構造転換及び競争力強化

への貢献
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現行 トランジション ゼロエミッション

・ディーゼル ・水素燃料換装型 ・水素燃料電池型

・水素エンジン型

・ディーゼルエンジン発電機を水素燃料電池や水
素エンジン発電機に換装

・ハイブリッド型と比較し、より大型のリチウ
ムイオン電池を搭載し、荷役時の回生エネ
ルギーを最大限利用

・ディーゼルエンジン発電機セットを最小化

ディーゼル
発電機セット

大型リチウム
イオン電池

（出典）株式会社三井E＆S

水素燃料電池

荷役機械（トランスファークレーン）の脱炭素化の例
～脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化～

2

神戸港 三井E＆S
大分工場

【参考】
・令和５年５月、東京都港湾局、日本郵船、ユニエツクス
NCT、三井E&S、岩谷産業は、東京港における荷役機
械のFC化プロジェクトの実施を報道発表。
・令和５年にFC発電装置等の設計・製作等を行い、令
和６年～７年に、荷役作業の実施等を予定。



水素を燃料とする荷役機械（RTG）の現地実証

○ 国土交通省では、カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）の形成を推進しており、この一環で、港湾のターミナルの
脱炭素化を実現し、荷主や船社から選ばれる競争力のある港湾を形成するため、水素を燃料とする荷役機械を
荷役の現場に導入する現地実証を行う。
○ 本実証の結果を踏まえ、港湾のターミナルにおいて水素を安全かつ円滑に導入するため、港湾の施設の技術
上の基準の改訂等を進め、水素を燃料とする荷役機械の導入拡大に向けた環境整備を行う。

実施場所

事業実施スケジュール（予定）

１）横浜港
南本牧ふ頭地区 MC-2

２）神戸港
ポートアイランド（第２期）地区
PC15～17

●令和４年度～令和５年度
実施計画立案（机上検討）

●令和５年度～令和６年度
現地実証の準備
（タイヤ式門型クレーン（RTG）の
ディーゼルエンジンの換装、試運転）

●令和７年度
現地実証（データ取得）、分析等

●令和７年度～令和８年度
技術上の基準の改訂等

(出典)iLabo

水素の供給・運搬、RTGへの水素充填

水素充填イメー
ジ

供給水素工場 等 運搬 充填

水素燃料電池ＲＴＧ
又は水素エンジン発電機RTG

水素充填イメー
ジ

水素トレーラー

(出典)岩谷産業

水素ステーション

水素エンジン発電機セット

高圧水素タンク

水素燃料電池（横浜港）又は水素エンジン発電機（神戸港）を搭載したRTGによる実荷役

現在、RTGにはディーゼルエンジン発電機が
搭載されていることから、現地実証の準備と
して、水素燃料電池又は水素エンジン発電機
に換装し、試運転を実施

CO2

ゼロエミッション化

(出典)iLabo

実施内容

3

圧縮機
蓄圧機
（貯蔵） ディスペンサー

（神戸港の場合）



南本牧ふ頭地区 MC-2【横浜港】

【神戸港】

PC15～17でのRTG稼働状況写真（提供：商船港運㈱）

MC-2でのRTG稼働状況写真（提供：㈱宇徳）

ポートアイランド（第２期）地区
PC15～17(出典)地理院地図

水素を燃料とする荷役機械（RTG）の現地実証



取扱にご留意をお願いします

株式会社MOTENA-Sea
商船三井テクノトレード株式会社

＊この資料の内容は2024年2月時点のものであり、
⼀部変更となる可能性があります。

取扱にご留意をお願いします
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取扱にご留意をお願いします

はじめに

これからの船の在り方を考える時、

様々な価値観や社会に受け入れられる、そして社会に提案していける器である
必要があると考えました。

プロジェクトのテーマは、

「海と陸の懸け橋」と「社会と⼈との新たなクロスポイント」

そのために、従来の考え方にこだわらず、水素を活用した環境にやさしいだけでな
い、様々な価値観を共有できるクロスボーダーな船を実現していくことにしました。

できることから始めて、これからの船とはどのようなものか、社会の皆様に体験いた
だける空間を一日でも早く提供していきたいと考えています。
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取扱にご留意をお願いします

★船舶の主な仕様★

全 ⻑︓３３M
全 幅︓１０M
総 トン 数: ２４８総トン
定 員︓ 約１００名
使⽤燃料︓ 水素／バイオディーゼル
推進⽅法︓ 電気推進（EV）

3

取扱にご留意をお願いします

2023年9月 進水
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取扱にご留意をお願いします

主要な燃料に⽔素を活⽤

取扱にご留意をお願いします

• 最先端の環境対策を導入した船舶

• 水素とバイオディーゼルの

ハイブリッド型電気推進を採用

（船舶では世界初のシステム）

• GHG削減率は運航⽅法によって

５３％〜１００％

＊電気推進のため静かな船内を実現
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取扱にご留意をお願いします

船内の特徴

１Fでは室内企画を観覧、２Fでは船外のダイナミックな

景色を観覧

企画・催事の内容によって、座席レイアウトを対面式

または教室形式に変更が可能

内装色を白を基調とし、イマージブミュージアムとしての

活用等没入感や一体感を演出することが可能

船舶としては珍しい段差がなく⾞いすも通⾏が可能な

バリアフリー設計

桟橋に接岸中の船内利⽤では陸上電源を活⽤
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1F
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取扱にご留意をお願いします

先進船舶を舞台として活用方法は多岐にわたる
ṕ Ṗ

SDGｓを学んだり実践したりする舞台として…

企業や会議等での様々なレセプション会場として…

私的な集まりの場所として…

学園祭（一部）の洋上会場として…

アートや観劇等の企画会場として…

周辺地域の各種企画催事とのコラボ会場として…
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